
翻刻の許可条件 

 

 1. 当館所蔵資料を翻刻される場合は､当館指定の｢翻刻許可願｣をご提出いただき､規定の料金を 

    お支払いください｡ 

 2.  原則として､原本１頁分(袋綴装の場合は半丁分)以上に相当する箇所を翻刻とします｡(1頁以内

は   引用とします｡)ただし､１頁に満たない場合であっても､分量が著しく多いもの､１つの作品

とし      てまとまっているもの､および一枚物や巻子本等については､翻刻として判断させていた

だく場合     もあります｡ 

 3.  翻刻は､当館が認める資料に限ります｡ 

 4. 著作権法で保護された資料を翻刻する場合は､著作権者等の承諾書をご提出ください｡ 

 5． 翻刻により著作権法上の問題が生じた場合は､申込者にすべての責任を負っていただきます｡ 

 6． ｢翻刻許可願｣で申請された内容の変更･転用はできません｡ 

 7. 翻刻される場合は､原本が三康図書館の所蔵であることを適宜の方法により明示していただき

ま 

す｡ 

 8.  当館所蔵資料を翻刻した印刷物・出版物は刊行後１部ご寄贈ください｡ 

寄贈いただいた翻刻媒体は当館の資料とします｡他の利用者から､閲覧･複写等のご希望があっ

た場合､提供させていただくことがありますのでご了承ください｡ 

 9.  この許可条件は､当館規程の改正等により変更することがあります｡ 

 10. 「翻刻許可願」に記入された情報は図書館業務のみに使用し、厳重に管理致します。 

 

三康図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



覆刻の許可条件  

 

 1. 当館所蔵資料の覆刻版を発行される場合は､当館指定の｢覆刻版発行許可願｣を

ご提出いただき､ 

   規定の料金をお支払いください｡ 

 2.  著作権法で保護された資料の覆刻版を発行される場合は､著作権者等の承諾書

をご提出ください｡ 

 3. 覆刻版の発行により著作権法上の問題が生じた場合は､申込者にすべての責任

を負っていただき    ます｡ 

 4．  原本を改変､改題される場合は､覆刻をお断りすることがあります｡  

 5.  原本の館外貸出しは行っておりません｡覆刻されるにあたっては､電子式複写物､

写真撮影物にて       ご対応ください｡(別途複写料金が発生します｡) 

 6. 資料の撮影は､当館の指定する場所で行ってください｡また､撮影に際しては､職

員の指示に従って    ください｡ 

 7. 発行する覆刻版には､原本が三康図書館の所蔵であることを適宜の方法により

明示していただき       ます｡ 

 8. 覆刻版として発行された出版物は､刊行後１部ご寄贈ください｡ 

   寄贈いただいた出版物は当館の資料とします｡他の利用者から､閲覧･複写等の

ご希望があった     場合､提供させていただくことがありますのでご了承くださ

い｡ 

 9. この許可条件は､当館規程の改正等により変更することがあります｡  

 10. ｢覆刻版発行許可願｣に記入された情報は図書館業務のみに使用し、厳重に管理

致します。  

三康図書館  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

影印の許可条件  

 

 1. 当館所蔵資料の影印版を発行される場合は､当館指定の｢影印版発行許可願｣を

ご提出いただき､     規定の料金をお支払いください｡ 

 2.  影印は､当館が認める資料に限ります｡ 

 3.  著作権法で保護された資料の影印版を発行される場合は､著作権者･出版権者等

の承諾書をご提出      ください｡ 

 4. 影印版の発行により著作権法上の問題が生じた場合は､申込者にすべての責任

を負っていただき       ます｡ 

 5. 資料の撮影は､当館の指定する場所で行ってください｡また､撮影に際しては､職

員の指示に従って      ください｡ 

 6. 当館で撮影することできない場合は､原本の館外帯出を認めることがあります｡

その場合は､次の    ことを必ずお守りください｡ 

  1) 当館指定の｢影印版原本借用書｣をご提出ください｡ 

  2) 帯出資料は｢影印版発行許可願｣で申請された内容の変更・転用はできません｡  

  3) 帯出資料は､厳重に管理していただき､お取扱いには充分お気をつけください｡  

  3) 帯出資料を汚損・紛失等された場合は､同一のものまたは金銭によって弁償して

いただきます｡ 

  4) 帯出期限の厳守をお願いいたします｡ 

  5) その他､帯出にともなう責任は､すべて借用者に負っていただきます｡  

 7.  影印されるにあたり､やむを得ず原本を解体される場合は､原本の製本様式に従

って完全な再製本    をお願いいたします｡その場合の一切の経費は申込者にご負

担いただきます｡また､解体を許可し    ない場合もあります｡ 

 8. 原本が三康図書館の所蔵であることを適宜の方法により明示していただきま

す｡ 

 9. 影印版として発行された出版物は､刊行後１部ご寄贈ください｡ 

    寄贈いただいた出版物は当館の資料とします｡他の利用者から､閲覧･複写等

のご希望があった  

   場合､提供させていただくことがありますのでご了承ください｡  

10. この許可条件は､当館規程の改正等により変更することがあります｡  

11.  ｢影印版発行許可願｣に記入された情報は図書館業務のみに使用し、厳重に管理

致します。  

三康図書館  

 


